
自動車運送事業の運行管理者表彰について 

 

九州運輸局福岡運輸支局からのお知らせ 

 

 

九州運輸局福岡運輸支局より、「自動車運送事業の運行管理者表彰制度」について周知依

頼がありましたのでお知らせいたします。 

 

表 彰 要 領 

 

１．表彰の目的 

  この表彰は、自動車運送事業の運行管理者について、運行管理業務において優良であ

ると認められる者を表彰することにより、安全意識の更なる高揚と運行管理業務の一層

の徹底を図り、もって自動車運送事業の輸送の安全を確保することを目的とする。 

 

２．表彰内容 

  ・初めての表彰：福岡運輸支局長表彰 

  ・2回目の表彰：九州運輸局長表彰 

   （3回目の表彰については、今後の受賞実績、表彰の効果を踏まえ、大臣表彰の実施

も含め検討。） 

 

３．表彰基準（表彰規程第 3条及び 4条） 

  （１）従事年数に関する要件 

   ・本年 4月 1日現在において、自動車運送事業の運行管理者として 10年以上従事し

ている者。 

    （注 1）連続した 10年でなくとも可。 

    （注 2）事業者が同一でなくとも可。 

 

  （２）功績等に関する要件 

       ・運行管理業務に関する効果的な業務手法の考案又は改善等の功績を有する者であ

ること。 

（注）安全運行に関する勉強会等の考案、安全確保に関する施設等の新設や改善、運行管理体

制の見直し等、営業所や社内で制度化されている具体的な取組みであって、それらが営

業所や会社内で制度化されているものをいう。 

   ・運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であること。 

      （注）関係法令で定められている運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であ



って、業務を代務者任せとする等、事実上名目だけの運行管理者である者を除く。 

           

   ・勤務状態等が優良な者であること。 

        （注）無断欠勤や遅刻等が常習化している等、世間一般的に勤務状態に問題があると認められ

る者でなく、かつ所定期間において無事故無違反、刑罰等ない者を指す。 

 

  （３）所定期間の輸送の安全確保に関する欠格事由 

        ・運行管理者として選任されていた全ての営業所において、当該営業所の運転者に

よる道路交通法第 108条の 34により通報のあった事故及び違反について、運行管

理上最も責任ある者。 

（注）「所定期間」は適用日（平成 25年 4月 1日）を起算日とする 5年間とし、要件に反する

事故等が発生した場合、その翌日を新たな起算日とする。 

    ・運行管理者として選任されていた全ての営業所において、当該営業所の運転者が

明らかに第一当事者となる重大事故について、運行管理上、最も責任ある者。 

       （注 1）「運行管理上最も責任ある者」とは、当該運転者の運行開始時点呼やその他指示を行

った者、自動車事故報告書の運行管理者欄に記載されている者をいう。 

     （注 2）「自動車事故報告規則第 2条に規定する事故」のうち、第 6号に該当するものは除く。 

    ・運行管理者資格者証の返納の処分等を受けた者又は受けるおそれがある者。 

     （注）「行政処分等」とは、輸送の安全に係る違反行為による安全確保命令、事業改善命令、 

車両等使用停止処分、事業停止処分、許可の取消処分をいう。 

           ・運行管理者として選任されていた全ての営業所において、その選任されていた 

間、当該営業所が行政処分等を受けた場合又は受けるおそれがある場合。 

     （注）「受けるおそれ」とは、監査が行われ処分が未定である状態をいう。 

 

４．表彰手続き（表彰規程第 7条） 

            事業者は、自社の運行管理者（以下「候補者」という。）に表彰を受けさせようとす

るときは、以下の書類を支局長に提出する。（県ト協を通じて支局提出となります） 

          ・候補者が欠格事由に該当しない者であることを証する書面（2号様式） 

          ・候補者の功績調書（3号様式） 

          ・候補者の履歴書（4号様式） 

          ・候補者の過去 5年間の無事故無違反証明書（自動車安全運転センター発行のもの） 

                     ※運転記録証明書は不可 

          ・候補者の刑罰等に関する自認書（5号様式） 

          ・運行管理者手帳の写し（顔写真及び講習受講日の面） 

          ・推薦書（県ト協会長宛） 

           

 



・提出期限：  ・提出期限：平成 30年 6月 15日（金） 

・提 出 先：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-8 

     （公社）福岡県トラック協会 業務一課 

      TEL：092-451-7845 

・提出部数：3部 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．表彰時期（表彰規程第 8条） 

   平成 30年 10月に予定。 

 

６．その他（表彰規程第 11条） 

  ・候補者が形式上偏在することを防止するため、各業種から幅広く選考することとし、

同一事業者から、同時に、多数の候補者を推薦することは避けるものとする。 

  ・事業者において事故・事件が最近あった場合、訴訟が継続中の場合等にあっては、

一定期間表彰を行わない。 

 

※本表彰の詳細については、「自動車運送事業の運行管理者表彰規程」をご覧下さい。 

 

 

 

           

 


